
平成 26年 12月 17日 
図 書 館 会 議 了 承 

 

書庫改修工事に伴うサービス実施について 

 

 図書館 1号館書庫改修工事のため書庫内配架資料の利用を停止することに伴い、学内で利用で

きない資料については、下記によりサービスを実施する。 

 

記 

 

1. 長期特別貸出 

① 受付期間 

 平成２７年１月５日（月）～平成２７年１月３０日（金）（月～金 9時から 17時まで） 

② 対象資料 

書庫内配架資料（OPAC で検索すると配架場所が「図書館（書庫）」、「図書館（上原文庫）」

と表示される資料） 

③ 貸出冊数 

制限なし 

④ 返却期限日 

平成２８年３月３１日（木）（これ以前に図書館利用証の有効期限が切れる場合は有効期限

日まで） 

⑤ 対象者 

役員および専任教員で図書館の貸出資料を延滞していない者 

⑥ 貸出方法 

長期特別貸出を希望する資料と図書館利用証をカウンターに持参し、「書庫資料長期特別貸

出」である旨を申し出る。 

⑦ 長期特別貸出中の資料の取扱い 

他の利用者が利用したい旨、図書館から連絡があった場合には、研究上の利用に支障のな

い範囲内で、図書館を介しての利用に供すること。 

 

2. 他機関からの取り寄せ（文献複写・図書借用）料金の図書館負担 

① 対象資料 

書庫改修工事のため、学内で利用できない資料 

② 対象者 

本学の教職員、学生およびこれに準ずる者 

③ 対象となる料金 

文献複写、図書借用にかかる通常料金（速達、カラーコピー等の割増料金は利用者負担と

する） 

  

3.その他  

 これに定めるもののほか、書庫改修工事のため利用を停止した資料へのサービスについて必要

な事項は、図書館長が判断する。 


